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天
台
寺
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
を
読
み
解
く 

四 

ツ 

家 

絵 

里  

は
じ
め
に 

 
 

岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
町
に
あ
る
天
台
寺
は
、
古
代
北
奥
の
仏
教
文
化
の
中
心
だ
っ
た
古
刹
で

あ
る
。
古
く
か
ら
、
天
台
寺
の
本
尊
は
桂
泉
観
音
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
境
内
入
り
口
に
は
、
そ
の

名
の
由
来
と
な
っ
た
桂
の
大
木
と
根
元
に
湧
い
た
泉
が
今
で
も
み
ら
れ
る
。 

天
台
寺
の
桂
泉
蔵
に
現
存
す
る
銅
鐘
に
は
、
元
中
九
年
（
一
三
九
二
）
と
明
暦
三
年
（
一
六
五

七
）
に
作
ら
れ
た
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
と
呼
ば
れ
た
。
二
つ
の
銘

文
の
日
付
に
は
二
百
六
十
年
以
上
隔
た
り
が
あ
る
が
、
元
中
九
年
に
は
鐘
に
銘
を
彫
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
明
暦
三
年
に
合
わ
せ
て
鐘
に
彫
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

な
ぜ
彫
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
元
中
九
年
の
銘
、
つ

ま
り
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
は
、
後
世
の
偽
作
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（

1
）
。 

 

ま
た
、「
桂
泉
鐘
の
銘
」
の
中
に
あ
る
四
言
詩
に
は
意
味
不
明
な
部
分
が
あ
り
、
全
文
は
こ
れ
ま

で
解
釈
さ
れ
ず
に
き
た
。
今
回
は
そ
の
四
言
詩
を
読
み
解
き
、
な
ぜ
元
中
九
年
に
鐘
に
彫
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。 

 
 一 

銘
の
全
文
お
よ
び
概
略 

 

鐘
の
銘
は
、
元
中
九
年
の
序
文
・
四
言
詩
・
奥
書
と
、
明
暦
三
年
の
奥
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

全
文
を
天
台
寺
蔵
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
写
本
（
写
真
１
）
と
岩
手
県
立
博
物
館
編
『
天
台
寺
』
か

ら
引
用
し
（

2
）
、
以
下
に
示
す
。
な
お
、
カ
ッ
コ
の
表
示
は
便
宜
上
付
け
加
え
た
。 

 

（
元
中
九
年
の
銘
） 

〈
序
文
〉 

大
日
本
國
奥
州
糠
部
郡
桂
泉
八
葉
山
天
台
寺
鐘
銘
並
序 

 

當
山
廼 

聖
武
帝
之
勅
建
行
基
師
之
権
輿
也
年
序
遄
逮
六
百
五
十
六
載
矣
爰
住
侶
道
尊
募
諸

縁
鋳
鉅
鐘
永
鎮
山
門
仍
徴
銘
銘
曰 

 

〈
四
言
詩
〉 

維
天
之
象 

則
之
而
然 

 

絶
于
方
隅 

鏗
乎
渾
圓 

 

包
容
群
有 

震
驚
大
千 

 

慶
喜
質
疑 

羅
云
秉
権 

 

寅
兮
夕
兮 

扣
撃
弗
愆 

 

谹
兮
殷
兮 

教
令
明
宣 

 

佛
運
浩
浩 

帝
道
平
平 

 

庶
期
来
刦 

永
鎮
桂
泉 

 

〈
奥
書
〉 

于
時
元
中
九
年
壬
申
三
月
廿
六
日 

 

幹
縁
沙
門
土
佐
阿
闍
梨
道
尊
敬
誌 

 

長
久
住
持
義
山
叟
釈
明
恩
謹
撰 

 

大
檀
那
左
馬
権
頭
源
朝
臣
守
行 

 

大
工
七
郎
沙
弥 

 

（
明
暦
三
年
の
銘
） 

〈
奥
書
〉 

往
昔
行
基
菩
薩
相
霊
地
於
桂
泉
而
奉
聖
武
天
皇
勅
命
創
建
當
山
挙
殿
堂
門
廡
之
壮
列
像
設
鐘

写真１ 「桂泉鐘の銘」写本  天台寺蔵 

（二戸市立浄法寺歴史民俗資料館寄託） 

三
六 
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鼓
之
制
是
故
遠
近
仰
信
来
而
無
不
禱
所
願
者
物
換
時
移
距
六
百
五
十
有
六
載
南
部
十
三
代
太

守
左
馬
権
頭
源
守
行
興
修
其
頽
廃
阿
闍
梨
道
尊
募
諸
檀
施
鋳
鉅
鐘
求
銘
於
義
山
明
恩
禅
師
為

鎮
山
門
雖
然
不
能
彫
之
同
幹
縁
疏
軸
之
以
蔵
宝
殿
相
傳
矣
今
及
二
百
六
十
六
年
廿
八
代
太
守

重
直
継
曩
祖
之
志
亦
復
再
興
之
次
以
旧
銘
彫
其
鐘
将
傳
不
朽
且
冀
永
嗣
如
願
遐
福
無
彊
家
國

有
慶 

 

明
暦
三
年
丁
酉
冬
十
二
月
十
日 

中
峰
十
二
世
孫
規
伯
叟
無
方 

識 

 

 

四
言
詩
を
除
い
た
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。 

行
基
が
霊
地
と
見
た
地
に
、
聖
武
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
の
が
天
台
寺
で
あ
る
。

広
壮
な
殿
堂
や
門
が
並
び
仏
像
も
列
を
な
し
信
者
も
方
々
か
ら
大
勢
や
っ
て
き
た
。
そ
の
後
六
百

五
十
六
年
が
経
っ
て
、
南
部
家
十
三
代
守
行
が
頽
廃
を
再
興
し
、
住
職
の
道
尊
が
諸
縁
を
募
っ
て

鐘
を
鋳
造
し
、
義
山
明
恩
が
銘
を
作
っ
た
。
そ
の
と
き
は
銘
を
鐘
に
彫
る
こ
と
が
で
き
ず
、
南
部

家
で
代
々
そ
の
銘
を
秘
蔵
し
、
二
百
六
十
六
年
後
の
二
十
八
代
重
直
の
と
き
、
先
祖
の
志
を
継
い

で
や
っ
と
鐘
に
銘
を
彫
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 二 

銘
に
登
場
す
る
主
な
人
物
に
つ
い
て 

 

  

銘
に
関
わ
っ
た
主
な
五
人
を
登
場
順
に
見
て
い
く
。 

 

・
土
佐
阿
闍
梨
道
尊
（
不
詳
～
不
詳
、
但
し
一
三
九
二
年
以
降
） 

土
佐
道
尊
は
天
台
寺
第
三
十
七
代
住
職
だ
が
経
歴
は
不
詳
で
あ
る
。
小
笠
原
伊
八
氏
に
よ
る
と
（

3
）
、 

 

（
前
略
）
五
攝
家
の
一
で
あ
る
一
條
土
佐
守
藤
原
経
隆
の
第
九
子
で
あ
っ
て
、
家
を
春
日
又

は
土
佐
と
號
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
幼
に
し
て
大
覚
寺
に
於
て
得
度
し
て
、
仁
和
寺
の
僧
正

禅
助
に
従
身
し
、
隠
岐
對
馬
に
渡
り
、
（
後
略
） 

 

と
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
た
出
典
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

他
に
『
桂
泉
天
台
寺
縁
起
』
の
「
御
輿
廻
ノ
由
来
」
の
章
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（

4
）
。 

 

（
前
略
）
足
利
氏
跋
扈
シ
テ
南
朝
ヲ
虐
グ
ル
甚
シ
ケ
レ
バ
茲
ニ
長
慶
帝
陛
下
宸
襟
ヲ
悩
マ
サ

レ
（
中
略
）
伊
達
家
ニ
救
助
ヲ
頼
ミ
タ
レ
バ
（
中
略
）
足
利
氏
ニ
テ
ハ
伊
達
方
面
ニ
御
遁
レ

ア
ラ
ン
ト
テ
厳
重
ニ
捜
索
セ
ラ
ン
、
仍
テ
伊
達
家
ニ
テ
ハ
皇
帝
ノ
安
穏
ヲ
図
リ
南
部
家
ト
相

談
シ
テ
其
地
ニ
避
難
サ
セ
申
サ
ン
ト
ス
レ
バ
南
部
家
ニ
テ
良
策
ヲ
講
ジ
、
天
台
寺
住
職
道
尊

ヲ
招
キ
袈
裟
ヲ
脱
シ
、
法
衣
ヲ
子
息
白
雲
ニ
譲
リ
侍
従
官
ト
ナ
ス
。
仙
台
、
塩
釜
ニ
行
キ
陛

下
ヲ
海
上
宮
古
ニ
遷
シ
奉
レ
ト
命
ゼ
リ
。
（
後
略
） 

 

 

こ
の
あ
と
の
続
き
を
要
約
す
る
と
、
道
尊
は
長
慶
天
皇
を
岩
手
県
宮
古
市
の
黒
森
山
に
遷
し
二

年
以
上
隠
れ
住
ん
だ
が
、
ま
た
足
利
氏
に
察
知
さ
れ
八
戸
方
面
へ
向
か
っ
た
。
そ
の
途
中
、
長
慶

が
体
調
を
崩
し
た
た
め
青
森
県
名
久
井
の
長
谷
寺
（
現
・
恵
光
院
）
で
療
養
、
そ
の
後
天
台
寺
近

く
の
山
田
の
盆
地
に
移
っ
た
。
そ
の
地
で
長
慶
は
病
死
し
、
遺
体
を
天
台
寺
に
運
ん
で
埋
め
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
（

5
）
。 

ま
た
、
道
尊
は
岩
手
県
大
船
渡
市
に
伝
わ
る
『
三
上
氏
系
譜
』
を
編
纂
し
て
い
る
。『
三
上
氏
系
譜
』

は
い
く
つ
か
の
写
本
が
現
存
す
る
が
、
こ
こ
で
は
全
文
が
残
る
二
升
石
三
上
甚
之
丞
所
蔵
の
写
本
を

用
い
た
、
佐
々
木
京
一
著
「『
三
上
氏
系
譜
』
太
平
記
か
ら
明
治
ま
で
」
の
記
述
を
参
照
し
た
（

6
）
。 

『
三
上
氏
系
譜
』
に
よ
る
と
、
三
上
氏
の
初
代
は
出
雲
出
身
で
、
隠
岐
の
島
に
流
さ
れ
た
後
醍
醐

天
皇
の
監
守
を
勤
め
る
も
後
醍
醐
の
隠
岐
脱
出
に
加
担
し
、
以
後
三
代
に
わ
た
り
南
朝
天
皇
に
侍

従
し
て
い
る
。
三
代
・
元
綱
は
長
慶
天
皇
に
仕
え
、
後
述
す
る
義
山
明
恩
と
と
も
に
奥
州
に
下
向

し
岩
手
に
移
り
住
ん
だ
。
元
綱
が
道
尊
に
依
頼
し
、
初
代
か
ら
三
代
ま
で
の
事
蹟
を
編
纂
さ
せ
た

と
あ
る
。 

そ
の
他
、
後
に
触
れ
る
が
元
中
八
年
（
一
三
九
一
）
五
月
に
鐘
を
鋳
る
た
め
の
寄
付
を
募
っ
た

「
幹
縁
疏
」
の
写
本
（
写
真
４
）
が
天
台
寺
に
伝
え
ら
れ
、
元
中
九
年
七
月
に
は
太
鼓
修
理
を
願

主
と
し
て
行
っ
た
こ
と
が
、
天
台
寺
に
現
存
す
る
太
鼓
胴
内
に
墨
書
き
さ
れ
て
い
る
（

7
）
。 

 
 ・

義
山
叟
釈
明
恩
（
一
三
二
三
～
不
詳
、
但
し
一
三
九
二
年
以
降
） 

明
恩
は
、
南
朝
方
の
高
僧
、
孤
峰
覚
明
の
高
弟
だ
っ
た
。『
群
書
解
題
』
第
四
巻
下
の
「
孤
峰
和

尚
行
實
」
の
解
説
に
よ
る
と
（

8
）
、
師
の
孤
峰
は
、
南
朝
初
代
後
醍
醐
天
皇
か
ら
は
国
済
国
師
の

三
七 
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号
を
、
二
代
後
村
上
天
皇
か
ら
は
三
光
国
師
の
号
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
孤
峰
和
尚
行
實
」

の
内
容
の
他
に
、
孤
峰
の
主
な
弟
子
十
二
名
が
挙
げ
ら
れ
九
番
目
に
義
山
の
名
が
あ
る
。 

他
に
も
『
正
法
山
六
祖
伝
』
に
よ
る
と
（

9
）
、 

 

十
五
歳
依
本
州
天
忠
寺
義
山
和
尚
而
薙
髪
義
山
乃
雲
樹
三
光
国
師
高
弟
也 

 
 

 

と
あ
り
、
京
都
の
龍
安
寺
を
開
山
し
た
義
天
玄
詔
の
得
度
に
立
ち
会
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
桂
泉
鐘
の
銘
」
の
奥
書
に
み
え
る
「
叟
」
と
は
、
お
き
な
、
老
人
の
意
で
、
こ
の
と
き
か
ぞ
え

で
七
十
歳
。
道
尊
よ
り
年
上
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
釈
」
は
釈
迦
の
弟
子
の
意
。
「
長
久
住
持
」
と

は
、
岩
手
県
久
慈
市
の
長
久
寺
（
廃
寺
）
の
住
職
だ
っ
た
こ
と
を
い
う
。 

ま
た
、
岩
手
県
盛
岡
市
・
聖
寿
寺
の
『
大
光
山
聖
壽
萬
年
禅
寺
縁
起
』
に
は
（

10
）
、「
聖
壽
二
世

歬
（
前
）
天
忠
義
山
明
恩
和
尚
禅
師
（
脇
屋
義
治
）
」
の
文
字
が
み
え
る
。
脇
屋
義
治
と
は
南
朝
方

の
武
将
新
田
義
貞
の
甥
に
あ
た
る
。『
太
平
記
』
巻
第
十
四
で
は
、
十
三
歳
の
義
治
が
敵
方
に
取
り

残
さ
れ
る
も
冷
静
に
状
況
を
読
み
、
敵
に
気
付
か
れ
ず
味
方
の
陣
に
戻
っ
た
勇
敢
な
少
年
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
義
治
は
そ
の
後
も
武
将
と
し
て
活
躍
し
上
野
・
越
前
・
美
濃
・
信
濃
・
伊
予
・

土
佐
・
阿
波
・
出
羽
な
ど
で
転
戦
を
繰
り
返
し
た
。 

ま
た
、
義
山
は
、
『
三
上
氏
系
譜
』
の
三
代
・
元
綱
の
章
に
も
登
場
す
る
（

11
）
。 

 

（
前
略
）
文
中
二
年
（
中
略
）
八
月
天
皇
位
ヲ
皇
太
弟
ニ
伝
ヘ
玉
川
宮
ニ
徙
ル
（
中
略
）
右

馬
介
三
上
元
綱
（
中
略
）
釈
明
恩
（
中
略
）
等
従
フ
（
後
略
） 

（
前
略
）
元
綱
建
徳
文
中
ノ
間
長
慶
天
皇
ニ
玉
川
宮
ニ
仕
ヒ
下
テ
夷
域
ノ
中
ニ
入
リ
元
中
年

中
南
部
守
行
ニ
従
テ
秋
田
役
ニ
従
事
シ
、
釈
義
山
阿
闍
梨
道
尊
ト
友
ト
シ
善
シ
、
常
ニ
玉
川

宮
ノ
冥
福
ヲ
祈
ル
（
後
略
） 

 

義
山
は
長
慶
天
皇
に
従
っ
て
三
上
元
綱
と
と
も
に
東
北
へ
下
向
し
、
長
慶
崩
御
後
は
道
尊
ら
と

冥
福
を
祈
っ
た
と
あ
る
。 

な
お
、『
三
上
氏
系
譜
』
は
、
題
言
に
よ
る
と
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
九
戸
政
実
の
乱
の
戦

火
で
散
佚
し
、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
に
作
り
直
し
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
改
写
す

る
も
誤
謬
が
多
く
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
書
き
直
し
た
と
あ
る
。 

明
治
三
十
二
年
頃
は
長
慶
天
皇
の
譲
位
を
文
中
二
年
（
一
三
七
三
）
と
す
る
説
が
有
力
だ
っ
た

が
、
後
に
譲
位
は
弘
和
三
年
（
一
三
八
三
）
頃
と
判
明
し
た
た
め
、
記
述
に
十
年
の
ず
れ
が
あ
る

こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
再
三
書
き
直
さ
れ
た
こ
と
も
留
意
を
要
す
る
が
、

南
朝
三
代
天
皇
に
仕
え
た
事
蹟
が
『
三
上
氏
系
譜
』
の
核
心
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
は
詳
細
に
伝

え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

・
源
朝
臣
守
行
＝
南
部
守
行
（
一
三
五
九
頃
～
一
四
三
七
）
南
部
家
十
三
代
当
主 

南
部
氏
の
一
族
に
は
、
八
戸
（
根
城
）
南
部
氏
と
三
戸
南
部
氏
な
ど
が
あ
る
が
、
守
行
の
三
戸

南
部
氏
が
台
頭
す
る
。
南
部
氏
一
族
は
元
々
南
朝
方
だ
っ
た
。
八
戸
南
部
氏
は
南
北
朝
時
代
一
貫

し
て
南
朝
に
尽
く
し
た
が
、
三
戸
南
部
氏
は
途
中
か
ら
北
朝
方
に
つ
い
た
と
か
、
変
わ
ら
ず
南
朝

方
だ
っ
た
な
ど
双
方
の
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
に
家
中
の
内
紛
に
よ
り
古

文
書
や
資
料
を
焼
失
し
立
場
が
不
明
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
の
た
め
昭
和
初

期
に
郷
土
史
研
究
家
に
よ
っ
て
、
南
朝
方
、
北
朝
方
の
ど
ち
ら
だ
っ
た
の
か
活
発
な
論
争
が
行
わ

れ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
立
ち
消
え
と
な
り
、
決
着
し
な
い
ま
ま
現
在
に
い
た
っ
て

い
る
（

12
）
。 

守
行
は
、
南
北
朝
時
代
終
焉
後
、
足
利
将
軍
に
従
う
こ
と
を
拒
ん
だ
八
戸
南
部
家
を
説
得
し
、

ま
た
、
幕
府
直
属
の
京
都
御
扶
持
衆
に
任
命
さ
れ
る
な
ど
、
北
朝
方
か
の
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ

る
の
だ
が
、
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
に
は
南
朝
の
元
号
を
使
用
し
て
い
る
。 

 ・
廿
八
代
太
守
重
直
＝
南
部
重
直
（
一
六
〇
六
～
一
六
六
四
）
南
部
家
二
十
八
代
当
主 

重
直
の
こ
ろ
、
南
部
家
は
金
の
産
出
の
お
か
げ
で
潤
沢
な
資
金
を
蓄
え
て
い
た
。
そ
こ
へ
対
馬

か
ら
有
能
な
外
交
僧
が
南
部
藩
預
か
り
と
な
っ
て
や
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
次
に
述
べ
る
規
伯
無
方

で
、
規
伯
の
協
力
を
得
て
、
明
暦
三
年
に
南
部
家
の
念
願
だ
っ
た
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
を
鐘
に
彫
る

こ
と
が
で
き
た
。 

 ・
規
伯
叟
無
方
（
一
五
八
八
～
一
六
六
一
） 

規
伯
無
方
は
、
対
馬
藩
で
朝
鮮
通
交
の
外
交
事
務
を
行
っ
て
い
た
外
交
僧
だ
っ
た
。 

三
八 
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し
か
し
、
対
馬
藩
内
の
お
家
騒
動
が
絡
み
、
朝
鮮
へ
の
文
書
の
偽
造
を
密
告
さ
れ
、
盛
岡
に
配

流
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
流
罪
の
身
と
は
い
え
、
そ
の
博
学
さ
か
ら
南
部
重
直
の
信
頼
を
得
て

重
用
さ
れ
た
。
盛
岡
滞
在
中
、
造
園
、
酒
造
、
製
薬
等
、
様
々
な
文
化
を
も
た
ら
し
て
方
長
老
と

呼
ば
れ
慕
わ
れ
た
。 

「
中
峰
十
二
世
孫
」
の
中
峰
と
は
、
中
峰
明
本
（
一
二
六
三
～
一
三
二
三
）
と
い
う
元
代
中
国
の

僧
で
、
日
本
の
僧
侶
は
中
峰
に
教
え
を
乞
う
た
め
中
国
へ
渡
っ
て
い
る
。
義
山
明
恩
の
師
、
孤
峰

覚
明
も
そ
の
ひ
と
り
で
、
中
峰
か
ら
直
に
教
え
を
受
け
た
。
偶
然
な
が
ら
規
伯
無
方
と
義
山
明
恩

は
同
じ
教
え
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
た
。 

 

規
伯
も
「
叟
」
を
用
い
て
い
る
が
、
当
時
の
義
山
と
同
じ
く
か
ぞ
え
で
七
十
歳
だ
っ
た
。 

 三 

四
言
詩
に
つ
い
て 

  

四
言
詩
に
は
、
鐘
の
音
の
雄
大
さ
を
称
え
、
世
の
中
と
天
台
寺
が
永
遠
に
守
ら
れ
る
よ
う
に
と

の
祈
り
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
部
分
ご
と
に
読
み
進
め
、
解
釈
が
困
難
な
点
を
あ
げ
て
ゆ
く
。 

詩
の
前
半
は
鐘
の
音
を
称
賛
し
て
い
る
。
鐘
は
天
を
象
っ
た
も
の
で
あ
り
、
鐘
の
音
は
四
方
隅
々

に
響
き
渡
り
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
み
込
む
寛
大
さ
と
、
と
き
に
は
震
え
上
が
ら
せ
る
ほ
ど
の
威
厳

を
放
っ
た
と
あ
る
。 

中
盤
の
「
慶
喜
質
疑
」「
羅
云
秉
権
」
が
、
最
も
理
解
に
苦
し
む
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は

前
後
と
の
つ
な
が
り
が
な
く
、
突
然
、
人
名
と
思
わ
れ
る
語
句
が
出
て
く
る
。「
慶
喜
は
疑
を
質
し
」

「
羅
云
（
ら
う
ん
）
は
権
を
秉
る
」
と
読
め
る
が
、
誰
が
何
を
し
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。 

ま
ず
人
名
を
推
定
し
た
い
。『
大
蔵
経
全
解
説
大
辞
典
』
二
百
九
十
九
頁
の
「
金
剛
光
焔
止
風
雨

陀
羅
尼
経
」
に
、「
慶
喜
（
阿
難
）
」
と
い
う
表
記
が
あ
り
「
慶
喜
」
は
釈
迦
の
十
大
弟
子
「
阿
難
」

の
別
名
と
推
定
さ
れ
る
。
「
阿
難
」
は
よ
く
使
わ
れ
る
名
称
だ
が
、
な
ぜ
知
名
度
の
低
い
「
慶
喜
」

に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
韻
を
踏
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
た
め
音
韻
と
は
関
係
な
い
。
そ
う
な
る
と
表

記
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
疑
を
質
し
」
た
と
は
、
何
を
表
し
た
こ

と
だ
ろ
う
か
。 

次
に
「
羅
云
」
だ
が
、
慶
喜
と
同
様
に
釈
迦
の
十
大
弟
子
で
、
釈
迦
の
唯
一
の
実
の
息
子
「
羅

睺
羅
（
ら
ご
ら
）
」
の
別
名
で
あ
る
。
釈
迦
の
実
子
と
し
て
周
囲
か
ら
い
つ
も
厳
し
い
目
で
見
ら
れ

た
こ
と
で
戒
律
を
厳
守
す
る
よ
う
に
な
り
、
密
行
第
一
と
称
せ
ら
れ
る
人
物
と
な
っ
た
。「
羅
睺
羅
」

と
表
記
せ
ず
「
羅
云
」
と
し
た
の
は
、
四
言
詩
と
い
う
限
ら
れ
た
字
数
の
た
め
二
文
字
を
選
ん
だ

も
の
と
思
う
。
ま
た
、「
秉
権
」
と
は
「
権
を
握
る
」
と
い
う
意
味
で
、
密
行
第
一
と
称
せ
ら
れ
た

人
物
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
何
を
示
唆
し
た
表
現
な
の
だ
ろ
う
か
。 

後
半
は
、
朝
夕
怠
ら
ず
鐘
を
打
ち
、
大
き
く
響
き
渡
る
鐘
の
音
に
よ
っ
て
世
の
中
が
永
遠
に
平

和
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
桂
泉
天
台
寺
も
永
久
に
守
ら
れ
ま
す
よ
う
に
と
の
祈
り
で
終
わ
る
。 

最
後
の
「
永
鎮
桂
泉
」
の
「
永
鎮
」
と
い
う
表
現
も
気
に
な
っ
た
。
序
文
に
も
「
永
鎮
山
門
」

と
あ
る
。「
鎮
」
と
い
う
字
は
「
鎮
護
国
家
」
と
い
う
熟
語
で
銘
に
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般
的
だ
が
、

ど
う
も
そ
れ
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。「
永
く
鎮
め
る
」
と
は
何
を
表
現

し
て
い
る
の
か
。 

こ
こ
ま
で
挙
げ
て
き
た
解
釈
困
難
な
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
他
の
史
料
や
伝
説
を
み
て
ゆ

く
。 

 四 

「
奥
南
旧
指
録
」
に
登
場
す
る
桂
泉
鐘
の
銘 

 

南
部
家
歴
代
当
主
の
事
蹟
を
代
ご
と
に
記
し
た
『
奥
南
旧
指
録
』
と
い
う
古
文
書
が
あ
る
（

13
）
。

近
世
に
作
ら
れ
た
も
の
で
南
北
朝
時
代
か
ら
か
な
り
の
年
数
を
経
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
考
慮

す
べ
き
だ
が
、
南
部
家
で
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
と
し
て
参
考
に
し
た
い
。 

写
真
２
は
、
岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
『
奥
南
旧
指
録
』
写
本
「
十
三
代
守
行
公
御
代
之
事
」
の

章
の
終
わ
り
の
部
分
で
あ
る
。
は
じ
め
の
二
行
を
抜
き
出
す
と
、 

 

守
行
公
左
馬
権
頭
事
於
吉
野
帝
見
而
桂
泉
鐘
の
銘
三
光
法
弟
子
長
久
寺
義
山
明
恩
禅
筆
跡
今

に
残
れ
り 

 

と
み
え
る
。 

南
部
守
行
が
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
を
吉
野
（
奈
良
）
で
帝
に
見
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
南
朝
天
皇
を
訪
ね
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
帝
は
長
慶
の
弟
・
後
亀
山
天
皇
だ
っ
た
。
先
に
も

触
れ
た
よ
う
に
、
守
行
に
は
北
朝
方
の
よ
う
な
動
き
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
南
朝

三
九 
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方
と
し
て

行
動
し
て

い
る
。
当

時
、
日
本

各
地
で
は

南
朝
対
北

朝
の
戦
が

勃
発
し
、

足
利
氏
は

南
朝
方
壊

滅
の
た
め

徹
底
的
な

取
り
締
ま
り
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
さ
な
か
で
の
守
行
の
こ
の
行
動
の
意
味
を
推
測
す
る
と
、
危

険
を
冒
し
て
で
も
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
こ
と
が
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
に
書
か
れ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

三
戸
南
部
氏
の
態
度
は
、
当
時
の
武
家
た
ち
に
み
ら
れ
た
日
和
見
主
義
に
倣
っ
た
に
過
ぎ
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
北
朝
方
だ
と
み
せ
か
け
か
け
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
裏
で
南
朝

の
支
援
が
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。 

 五 

天
台
寺
の
長
慶
天
皇
伝
説 

 
 

天
台
寺
の
長
慶
天
皇
に
つ
い
て
の
寺
伝
は
第
二
章
で
『
桂
泉
天
台
寺
縁
起
』
を
引
用
し
た
が
、

そ
の
続
き
に
は
長
慶
の
遺
体
を
埋
め
た
場
所
の
詳
細
が
あ
る
（

14
）
。 

 

（
前
略
）
足
利
幕
府
ヲ
憚
リ
公
然
御
葬
送
モ
成
リ
難
ク
、
然
レ
共
一
天
萬
乗
ノ
尊
體
ナ
レ
バ

其
儘
ニ
シ
奉
ル
事
能
ハ
ズ
。（
中
略
）
道
尊
先
導
シ
夜
中
秘
密
ニ
桂
泉
天
台
寺
境
内
毘
沙
門
堂

ノ
背
後
ナ
ル
丘
上
ニ
土
ヲ
深
ク
掘
リ
看
経
シ
テ
埋
メ
参
ラ
ス
。
其
上
ニ
木
炭
ヲ
散
布
シ
（
中

略
）
其
上
ニ
ハ
土
ヲ
カ
ケ
墓
印
ト
シ
テ
杉
木
ヲ
植
ヘ
置
キ
タ
リ
。
其
処
ノ
周
囲
ニ
ハ
川
石
ヲ

布
列
ス
。
（
後
略
） 

 

ち
な
み
に
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
に
当
時
住
職
だ
っ
た
瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
ら
に
よ
っ
て
、

こ
の
伝
承
の
場
所
に
墓
が
整
備
さ
れ
た
。 

現
在
、
天
台
寺
で
は
春
と
秋
に
例

大
祭
が
開
催
さ
れ
、
神
輿
渡
御
が
行

わ
れ
て
い
る
。 

天
台
寺
の
神
輿
渡
御
は
一
風
変

わ
っ
て
い
て
、
一
般
的
な
威
勢
の
い

い
賑
や
か
な
も
の
で
は
な
い
。
神
輿

の
担
ぎ
手
が
三
角
の
白
い
布
を
ひ

た
い
に
着
け
、
無
言
で
本
堂
を
三
回

廻
る
と
い
う
、
静
か
で
厳
か
な
儀
式

が
執
り
行
わ
れ
る
（
写
真
３
）
。『
桂

泉
天
台
寺
縁
起
』
に
よ
る
と
、
長
慶

天
皇
崩
御
の
事
実
を
足
利
氏
側
に

知
ら
れ
ぬ
よ
う
、
葬
儀
を
祭
り
に
擬

し
て
行
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

六 

四
言
詩
を
読
み
直
す 

 

そ
れ
で
は
、
三
章
で
挙
げ
た
四
言
詩
の
解
釈
困
難
箇
所
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
天
台

寺
の
伝
承
や
『
三
上
氏
系
譜
』
の
記
述
、
そ
し
て
南
部
守
行
が
吉
野
ま
で
後
亀
山
天
皇
に
「
桂
泉

鐘
の
銘
」
を
見
せ
に
行
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
読
み
解
き
、
そ
の
背
景
を
推
測
し
た
い
。 

ま
ず
、
ど
う
し
て
阿
難
で
は
な
く
「
慶
喜
」
と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
「
慶
」
の
字
を
使
い
、
長

慶
天
皇
の
「
慶
」
を
示
す
た
め
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

次
に
「
羅
云
」
だ
が
、
先
述
し
た
と
お
り
、
釈
迦
の
唯
一
の
実
子
・
羅
睺
羅
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

写真３ 天台寺例大祭 御輿渡御の様子 

（２０２２年１０月４日開催 天台寺 HPより） 

写真２ 『奥南旧指録』写本  

岩手県立図書館蔵  

四
〇 
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血
の
つ
な
が
り
の
象
徴
と
し
て
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
正
統
な
天
子
の
血
を
継
ぐ
の
は
南
朝
の
長
慶

天
皇
で
あ
り
、
足
利
氏
の
か
か
げ
る
北
朝
天
皇
は
正
統
に
あ
ら
ず
と
の
意
を
「
羅
云
」
の
名
を
用

い
て
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

「
永
鎮
桂
泉
」
に
つ
い
て
は
、「
鎮
」
の
字
に
は
「
埋
め
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
、
長
慶
が

桂
泉
に
眠
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
永
鎮
」
を
繰
り
返
し
使
用
し
、

長
慶
の
永
眠
を
強
調
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

次
に
四
言
詩
に
使
用
さ
れ
た
漢
字
に
注
目
す
る
と
、
音
読
み
が
ケ
イ
と
な
る
字
、「
慶
」
が
一
回
、

「
兮
」
が
四
回
、「
桂
」
が
一
回
の
全
六
回
あ
り
、
意
図
的
に
ケ
イ
の
音
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。 

さ
ら
に
、
明
暦
三
年
の
銘
の
奥
書
は
「
家
國
有
慶
」
で
終
わ
る
。
こ
れ
は
銘
を
書
い
た
規
伯
無

方
が
あ
え
て
「
慶
」
の
字
を
用
い
て
、「
長
慶
天
皇
こ
こ
に
有
り
」
と
語
気
を
強
め
、
結
び
と
し
た

意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

以
上
を
も
っ
て
四
言
詩
は
、
長
慶
を
謳
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
決
し
て
公
然
と
表
現
で
き
な

い
が
、
暗
示
す
る
文
言
を
ち
り
ば
め
、
四
言
詩
を
二
通
り
に
読
め
る
よ
う
に
義
山
明
恩
は
作
詩
し

た
の
だ
ろ
う
。
後
世
に
残
そ
う
と
し
た
四
言
詩
の
真
意
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。
補
足
を
加
え
て
解
釈
し
た
。 

 

こ
の
鐘
は
、
天
子
・
長
慶
天
皇
を
象
っ
た
も
の
だ
。
こ
れ
が
真
相
で
あ
る
。 

四
方
隅
々
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
へ
行
き
渡
り
、
幾
重
に
も
丸
い
波
紋
を
次
々
と
拡
げ
て
い
く

よ
う
な
鐘
の
音
を
打
っ
た
が
ご
と
く
、 

万
物
を
包
み
込
み
、
全
世
界
を
震
い
驚
か
せ
る
よ
う
な
、
偉
大
な
方
で
あ
っ
た
。 

長
慶
天
皇
は
、
偽
造
の
朝
廷
・
北
朝
と
武
家
政
権
に
異
を
唱
え
、 

羅
云
が
釈
迦
の
血
を
継
い
で
い
た
よ
う
に
、
天
子
の
正
統
な
血
を
受
け
継
い
だ
真
の
天
皇
で

あ
っ
た
。 

朝
夕
絶
え
る
こ
と
な
く
鐘
を
打
ち
響
か
せ
、
国
家
の
あ
り
か
た
が
正
し
い
か
問
い
か
け
る
。 

谹
々
（
こ
う
こ
う
・
大
き
な
音
の
形
容
）
と
、
殷
々
（
い
ん
い
ん
・
響
く
音
の
轟
き
の
形
容
）

と
、
大
き
く
響
き
渡
る
鐘
の
音
は
、
あ
る
と
き
は
忿
怒
の
形
相
で
導
き
示
し
た
長
慶
天
皇

の
よ
う
だ
。 

仏
法
が
行
き
渡
り
、
王
法
が
平
和
に
平
穏
に
続
い
て
い
く
、 

そ
ん
な
日
が
来
て
、
永
遠
に
続
き
ま
す
よ
う
に
。
長
慶
天
皇
が
こ
こ
桂
泉
天
台
寺
で
安
ら
か

に
眠
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。 

 

七 

「
桂
泉
鐘
の
銘
」
を
鐘
に
彫
れ
な
か
っ
た
理
由 

 

先
掲
『
奥
南
旧
指
録
』
に
よ
る
と
、
南
部
守
行
は
南
朝
の
後
亀
山
天
皇
に
謁
見
し
た
と
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
長
慶
の
崩
御
を
報
告
す
る
た
め
で
、
ま
た
、
長
慶
の
事
蹟
を
永
遠
に
残
す
た
め
「
桂

泉
鐘
の
銘
」
を
鐘
に
刻
む
こ
と
を
申
し
出
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
亀
山
は
守
行
に
忠
告
し
た

の
で
は
な
い
か
。 

「
今
、
こ
の
銘
を
人
目
に
さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
長
慶
の
死
は
決
し
て
他
人
に
知
ら
れ
る
な
」 

そ
の
た
め
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
南
部
家
の
秘
蔵
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
新
田
氏
や
楠
氏
と
い
っ
た
南
朝
方
の
有
力
武
将
は
、
足
利
将
軍

か
ら
迫
害
を
う
け
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
南
部
守
行
の
南
朝
方
の
動
き
が
知
れ
る
こ
と
も
懸
念
さ

れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
桂
泉
鐘
の
銘
」
は
、
こ
う
し
て
世
に
出
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
待
ち
続
け
る
こ
と

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

そ
れ
か
ら
約
百
七
十
年
後
、
足
利
将
軍
の
権
威
が
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
永
禄
二
年
（
一

五
五
九
）
に
、
楠
氏
の
後
裔
と
自
称
す
る
大
饗
正
虎
が
、
正
親
町
天
皇
か
ら
朝
敵
赦
免
の
綸
旨
を

得
て
楠
の
名
前
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
徳
川
家
康
が
自
分
の
出

自
を
南
朝
方
の
有
力
武
将
新
田
義
貞
に
連
な
る
新
田
源
氏
だ
と
公
言
し
、
加
賀
藩
主
前
田
綱
紀
は

萬
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
「
楠
公
父
子
訣
別
図
」
を
狩
野
探
幽
に
描
か
せ
る
な
ど
、
南
朝
贔
屓

の
風
潮
が
広
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
頃
に
は
、「
桂
泉
鐘
の
銘
」
を
表

に
出
せ
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
規
伯
無
方
が
配
流
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
知
恵
を
得
ら
れ
、

南
部
家
の
念
願
だ
っ
た
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
を
つ
い
に
鐘
に
彫
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら

悲
願
が
達
成
さ
れ
る
と
、
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
の
意
図
を
継
承
す
る
必
要
が

な
く
な
り
、
皮
肉
に
も
銘
の
内
容
の
真
相
が
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
後

に
偽
造
説
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

四
一 
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八 

「
桂
泉
鐘
の
銘
」
の
歴
史
的
意
義 

 「
桂
泉
鐘
の
銘
」
を
前
述
の
通
り
読
み
解
く
と
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
異
な
る
見
方
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
を
考
察
し
て
み
た
い
。 

 ・
長
慶
天
皇
の
命
日
に
つ
い
て 

 

後
亀
山
天
皇
は
、
守
行
の
謁
見
か
ら
六
カ
月
後
、
南
北
朝
合
一
を
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
は
、「
桂

泉
鐘
の
銘
」
の
長
慶
崩
御
の
報
せ
が
後
亀
山
に
そ
う
決
断
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

通
説
で
は
長
慶
の
死
去
を
南
北
朝
合
一
か
ら
二
年
後
の
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
と
し
て
い
る
。

そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
が
、『
大
乗
院
日
記
』
目
録

一
の
記
述
で
あ
る
（

15
）
。 

 

八
月
一
日
、
大
覚
寺
法
皇
崩
、
五
十
二
、
号 

 
 

長
慶
院
、 

 
 

 
 

 

 

し
か
し
、
天
台
寺
に
は
元
中
八
年
（
一
三
九
一
）

五
月
付
道
尊
筆
「
幹
縁
疏
」
写
本
（
写
真
４
）
が
あ

る
の
で
、
そ
の
と
き
道
尊
は
長
慶
の
侍
従
の
役
割

を
終
え
て
天
台
寺
に
戻
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
長
慶
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
浄
法
寺
町
に
は
天
台
寺
の
由
来
や
縁
起

を
記
し
た
複
数
の
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
長

慶
の
葬
儀
と
い
わ
れ
る
神
輿
渡
御
の
記
述
を
比
較

し
て
み
た
い
。 

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
書
か
れ
た
『
桂
泉

天
台
寺
縁
起
』
に
よ
る
と
（

16
）
、 

 

祭
礼
ノ
日
時 

（
前
略
）
四
月
十
八
日
ハ
本
年
農
作
物
ノ
豊
熟
ヲ
神
ニ
懸
ケ
テ
祈
リ
、
神
輿
本
堂
ヲ
三
周
シ

諸
信
者
ノ
祈
禱
ヲ
受
ケ
ラ
ル
。（
後
略
）
九
月
二
十
九
日
ハ
農
業
農
作
ノ
御
礼
ト
シ
テ
四
月
十

八
講
ノ
式
ノ
如
ク
九
日
講
ト
ス
。
三
十
七
代
道
尊
ノ
命
令
ヲ
守
リ
長
慶
帝
陛
下
ノ
御
葬
式
ト

シ
テ
秘
密
ニ
神
輿
ヲ
巡
廻
ス
ル
事
十
八
講
ノ
如
シ
。
（
後
略
） 

御
輿
廻
ノ
由
来 

（
前
略
）
九
月
二
十
九
日
ハ
命
日
ニ
シ
テ
年
々
御
輿
本
堂
ヲ
三
回
廻
ル
ハ
本
送
葬
ヲ
ス
ル 

為
ナ
ラ
ン
。
（
後
略
） 

 

と
あ
り
、
神
輿
渡
御
は
四
月
と
九
月
の
二
回
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
九
月
二
十
九
日
を
長
慶
の

葬
式
お
よ
び
命
日
と
し
て
い
る
。 

そ
れ
以
前
の
も
の
を
み
る
と
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
書
か
れ
た
『
桂
泉
観
音
史
蹟
考
』

の
「
維
新
前
ノ
祭
典
」
の
章
に
は
（

17
）
、 

 （
前
略
）
四
月
十
八
日
桂
泉
ノ
祭
事
ハ
同
山
月
山
ノ
祭
典
ニ
シ
テ
神
輿
ノ
渡
御
式
ア
リ
其
行

列
タ
ル
ヤ
先
山
中
警
固
ノ
役
ア
リ
（
中
略
）
観
音
堂
ヨ
リ
出
御
シ
左
ニ
廻
ル
コ
ト
三
廻
即
チ

御
堂
ヲ
三
周
シ
テ
還
座
ス
ル
ヲ
例
ト
ス
（
後
略
） 

 
 

と
あ
り
、
九
月
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
他
に
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ

る
『
桂
泉
観
音
記
』
で
は
「
祭
事
祈
禱
例
祭
」
の
章
に
（

18
）
、 

 

（
前
略
）
四
月
十
八
日
御
輿
渡
御
ア
リ
其
式
タ
ル
ヤ
山
中
警
衛
ノ
役
人
布
染
ノ
背
ニ
丸
ノ
内

ニ
桂
ノ
字
一
字
染
現
シ
タ
ル
裏
割
ノ
長
羽
織
ヲ
着
ス
両
刀
ヲ
帯
シ
六
尺
ノ
棒
ヲ
杖
ツ
キ
二
人

先
導
ス
之
ヲ
警
固
ト
云
フ
次
ニ
貝
吹
二
人
（
中
略
）
御
堂
ヲ
三
周
シ
テ
還
座
シ
此
一
行
堂
ノ

背
後
巨
桂
ノ
前
ニ
達
ス
レ
バ
必
ズ
礼
拝
ス
ル
ヲ
恒
例
ト
ス
（
中
略
） 

九
月
九
日
ニ
ハ
三
光
院
登
山
祈
禱
ヲ
ナ
シ
タ
リ 

仝
（
同
）
月
二
十
九
日
ハ
三
光
院
餅
及
赤
飯
ヲ
供
へ
祈
禱
シ
来
レ
リ 

十
月
十
七
日
ハ
（
後
略
） 

写真４ 「幹縁疏」写本 冒頭部分（右）と末尾部分（左） 

天台寺蔵 （二戸市立浄法寺歴史民俗資料館寄託） 

 

四
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と
、
四
月
十
八
日
の
神
輿
渡
御
の
装
束
や
役
の
詳
細
が
語
ら
れ
、
格
式
高
い
祭
事
の
様
子
が
わ
か

る
が
、
そ
の
一
方
、
九
月
二
十
九
日
は
た
っ
た
一
行
の
み
で
、
神
輿
渡
御
に
つ
い
て
は
記
述
が
な

い
。
続
い
て
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
編
『
桂
清
水
案
内
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（

19
）
。 

 

 
 

 

五
、
四
月
の
祭
禮 

四
月
十
五
日
よ
り
登
山
し
夏
花
と
稱
へ
七
月
十
五
日
ま
で
百
日
間
花
を
供
す
。
十
八
日
は
月

山
祭
と
稱
し
又
十
八
日
講
と
い
ふ
。
此
日
三
光
院
配
下
の
衆
坊
と
合
し
御
輿
の
渡
御
あ
り
。

観
音
堂
よ
り
出
御
し
て
堂
を
三
巡
し
還
御
す
。
此
の
渡
御
を
禮
拝
せ
ん
と
遠
方
の
も
の
は
前

日
よ
り
登
山
し
各
衆
坊
中
に
宿
泊
す
る
も
の
少
か
ら
ざ
り
き
。 

 

六
、
六
月
の
例
祭 

（
前
略
）
九
月
初
九
日
二
十
九
日
登
山
祈
禱
す
と
雖
も
参
拝
者
多
か
ら
ず
。 

 

四
月
十
五
日
か
ら
百
日
間
も
花
を
供
え
、
四
月
十
八
日
に
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
て
い
た
。
九
月

二
十
九
日
は
神
輿
渡
御
が
な
く
、
し
か
も
六
月
の
章
に
ま
と
め
て
書
か
れ
て
い
て
、
四
月
ほ
ど
重

要
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
神
輿
渡
御
は
、
大
正
時
代
前
半
に
は
四
月
十
八
日
の
み
に
行
わ
れ
、
昭
和
十
一

年
に
は
四
月
に
加
え
九
月
二
十
九
日
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
九
月
の
ほ
う
を
長
慶
の
葬
儀

と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
変
容
の
理
由
は
、
大
正
七
年
編
『
桂
清
水
案
内
記
』
の
緒
言
か
ら
推
測
で

き
る
。
緒
言
を
要
約
す
る
と
「
修
築
工
事
第
一
期
を
終
え
今
秋
（
大
正
七
年
）
九
月
に
落
成
式
を

挙
行
予
定
で
、
登
山
者
が
激
増
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
案
内
記
を
編
纂
し
た
」
と
い
っ
た
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
（

20
）
。
お
そ
ら
く
落
成
式
の
日
取
り
は
縁
日
の
九
月
二
十
九
日
が
選
ば
れ
、

そ
の
際
、
四
月
の
み
だ
っ
た
神
輿
渡
御
を
特
別
に
行
い
、
そ
れ
以
降
、
春
と
秋
二
回
の
例
大
祭
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
落
成
式
を
盛
大
に
行
っ
た
こ
と
で
九
月
が
命
日
だ
と
誤
解
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

さ
ら
に
、
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
初
期
は
、
住
職
が
不
始
末
を
起
こ
し
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
続

き
、
住
職
不
在
の
時
期
が
長
く
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
以
降
は
他
の
寺
か
ら
の
兼
務
住
職
と
な
っ
た

こ
と
で
、
混
乱
が
生
じ
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
『
桂
泉
天
台
寺
縁
起
』
の
序
文
に
は
、
「
由
来

案
内
縁
起
ナ
キ
ヤ
」
と
あ
る
の
で
、
作
者
は
『
桂
清
水
案
内
記
』
な
ど
の
存
在
を
知
る
機
会
が
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

よ
っ
て
、
長
慶
の
葬
儀
は
九
月
二
十
九
日
で
は
な
く
四
月
十
八
日
だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
う
す
る

と
、
実
際
に
亡
く
な
っ
た
の
は
四
月
十
八
日
以
前
の
そ
う
遠
く
は
な
い
日
と
想
定
さ
れ
る
。
思
い

当
た
る
の
が
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
の
日
付
、
三
月
二
十
六
日
だ
。
こ
の
日
が
命
日
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
元
中
八
年
三
月
二
十
六
日
に
亡
く
な
り
、
天
台
寺
の
縁
日
の
四
月
十
八
日
に
葬
儀

と
し
て
御
輿
渡
御
が
行
わ
れ
、
四
十
九
日
忌
を
終
え
た
五
月
に
道
尊
ら
が
行
動
を
始
め
、
ま
ず
道

尊
が
「
幹
縁
疏
」
を
作
成
し
た
。
義
山
明
恩
は
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
を
作
成
し
、
一
周
忌
に
あ
た
る

元
中
九
年
三
月
二
十
六
日
に
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
を
南
部
守
行
が
吉
野
へ
持
参
し
た
と
い
う
の
が
一

連
の
流
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
推
測
だ
が
、
死
去
後
一
年
間
は
決
し
て
他
言
す
る
な

と
い
う
長
慶
天
皇
の
遺
言
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
吉
野
へ
の
報
告
を
一
周
忌
に
行

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

浄
法
寺
町
以
外
の
史
料
で
も
元
中
八
年
死
去
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
福
岡
県
八
女
市
に
伝

わ
る
『
五
條
家
文
書
』
の
「
良
成
親
王
自
筆
御
書
状
」
の
一
文
を
引
用
す
る
（

21
）
。 

 

（
前
略
）
仙
洞
幷
李
部
大
王
之
御
在
所
等
、
殊
承
度
候
、
（
後
略
） 

 

こ
れ
は
、
九
州
の
征
西
将
軍
宮
が
、
所
在
不
明
と
な
っ
た
仙
洞
と
李
部
大
王
の
消
息
を
尋
ね
た

も
の
で
、
仙
洞
と
は
太
上
天
皇
の
別
称
で
長
慶
を
指
し
て
い
る
。
書
状
に
日
付
は
な
い
が
、
村
田

正
志
氏
は
元
中
八
年
十
月
こ
ろ
の
書
状
と
推
定
し
て
い
る
（

22
）
。
元
中
八
年
十
月
こ
ろ
は
、
お
そ

ら
く
道
尊
ら
が
必
死
に
長
慶
崩
御
の
事
実
を
隠
し
て
い
た
時
期
で
、
南
朝
の
征
西
将
軍
宮
に
も
知

ら
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

長
慶
の
死
去
に
よ
っ
て
後
亀
山
は
南
北
朝
合
一
を
受
け
入
れ
る
決
心
を
し
た
と
考
え
て
い
る
が
、

南
朝
の
不
利
に
な
ら
ぬ
よ
う
そ
の
事
実
は
極
秘
と
さ
れ
、
南
朝
内
で
も
ご
く
一
部
の
者
し
か
知
ら

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
南
北
朝
合
一
の
二
年
後
、
長
慶
が
崩
御
し
た
と
の
噂
を
南

朝
側
か
ら
流
し
た
こ
と
で
『
大
乗
院
日
記
』
に
記
録
さ
れ
、
思
惑
通
り
、
実
際
の
死
去
日
を
隠
蔽

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

四
三 
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・
長
慶
の
御
陵
に
つ
い
て 

 
長
慶
の
墓
と
い
わ
れ
る
も
の
は
全
国
各
地
に
あ
る
。
そ
れ
は
影
武
者
を
各
方
面
へ
放
ち
、
彼
ら

が
拠
点
を
移
す
度
に
見
せ
か
け
の
墓
を
作
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
長
慶
の
御
陵
は
特
定
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
、
当
時
の
宮
内
省
に
よ
っ
て
長
慶
天
皇
陵
は
京

都
嵯
峨
の
慶
寿
院
址
と
決
め
ら
れ
た
。
慶
寿
院
と
は
長
慶
の
子
息
・
海
門
承
朝
が
父
の
菩
提
供
養

の
た
め
創
建
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
天
龍
寺
の
塔
頭
だ
っ
た
。
そ
の
決
定
を
下
し
た
陵
墓
調
査
委

員
会
の
議
事
録
に
よ
る
と
、
長
慶
の
遺
骸
が
そ
こ
に
は
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
、
政
治
的
判
断
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
い
き
さ
つ
が
残
さ
れ
て
い
る
（

23
）
。 

天
台
寺
に
も
前
述
し
た
通
り
、
長
慶
の
遺
体
を
埋
め
た
詳
細
な
場
所
の
伝
承
が
あ
る
が
、
境
内

の
他
の
場
所
も
墓
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
天
台
寺
に
は
別
当
「
桂
寿
院
」

が
、
創
建
の
こ
ろ
か
ら
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
火
事
で
失
わ
れ
る
ま
で
存
在
し
た
が
、
そ

の
桂
寿
院
跡
近
く
に
「
土
踏
ま
ず
の
丘
」
と
呼
ば
れ
る
神
聖
な
一
画
が
あ
る
。
文
字
通
り
足
を
踏

み
入
れ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
場
所
で
、
か
つ
て
は
清
掃
、
除
草
を
怠
ら
ず
、
手
の
届
か
な
い
と

こ
ろ
は
腹
ば
い
と
な
り
草
を
取
り
除
き
、
決
し
て
丘
の
上
を
踏
ま
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
大
正
五

年
（
一
九
一
六
）
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
経
塚
と
判
明
し
、「
土
踏
ま
ず
の
丘
」
は
墓
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

推
測
に
す
ぎ
な
い
が
「
土
踏
ま
ず
の
丘
」
は
、
本
当
の
墓
が
暴
か
れ
な
い
よ
う
に
道
尊
が
仕
組

ん
だ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
台
寺
は
一
つ
の
山
全
体
が
境
内
で
御
山
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
が
整
備
し
た
長
慶
の
墓
は
御
山
の
頂
上
付
近
に
あ
る
。
一
方
、「
土
踏
ま
ず
の
丘
」

は
御
山
の
ふ
も
と
に
位
置
し
、
い
か
に
も
畏
れ
多
い
場
所
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
御
山
頂
上
の
墓

に
目
が
向
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
長
慶
の
墓
は
山
の
て
っ

ぺ
ん
に
あ
る
ほ
う
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
う
。 

ま
た
、
長
慶
の
子
息
・
海
門
承
朝
が
建
て
た
「
慶
寿
院
」
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
が
、「
慶
寿
院
」

は
長
慶
の
別
称
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
名
は
、
天
台
寺
の
別
当
「
桂
寿
院
」
と
同
じ
く
「
ケ
イ

ジ
ュ
イ
ン
」
で
あ
る
。
こ
の
一
致
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
海
門
承
朝
は
天
台
寺
の
桂
寿
院

の
こ
と
を
聞
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
同
じ
音
の
「
ケ
イ
ジ
ュ
イ
ン
＝
慶
寿
院
」
と

命
名
し
、
遠
く
京
都
か
ら
、
天
台
寺
に
あ
る
父
の
墓
を
守
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
こ
ま
で
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
の
解
釈
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
を
あ
げ
て
み
た
。
「
桂
泉
鐘
の
銘
」

は
偽
物
と
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
丁
寧
に
読
み
解
く
と
時
代
背
景
に

符
合
し
、
日
本
史
上
に
お
い
て
も
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
南
部
家
が
秘
蔵

し
代
々
伝
え
て
き
た
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
は
、
当
時
は
公
表
で
き
な
か
っ
た
歴
史
の
裏
の
真
実
を
伝

え
る
貴
重
な
証
し
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

お
わ
り
に 

 
 

通
説
で
は
、
長
慶
天
皇
の
性
格
は
傲
慢
で
冷
酷
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
主
戦
派
で
和

平
派
の
弟
・
後
亀
山
と
対
立
し
、
和
平
派
に
敗
れ
た
こ
と
か
ら
後
亀
山
に
譲
位
し
た
と
い
う
。 

し
か
し
、
そ
の
通
説
を
長
慶
の
行
動
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
矛
盾
が
み
ら
れ
る
。
長
慶
の
侍

従
た
ち
は
殉
死
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
長
慶
が
殉
死
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
死
の
間
際

に
、
四
言
詩
に
謳
っ
て
い
る
よ
う
な
忿
怒
の
形
相
で
「
絶
対
に
あ
の
世
に
は
つ
い
て
く
る
な
」
と

言
い
放
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
長
慶
は
傲
慢
で
冷
酷
な
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。 ま

た
、
長
慶
は
譲
位
後
、
高
野
山
に
直
筆
の
願
文
を
納
め
て
い
る
（

24
）
。 

 

敬
白 

発
願
事 

右
今
度
之
雌
雄
如
思
者
殊
可
致
報
賽
之
誠
之
状
如
件 

元
中
二
季
九
月
十
日
太
上
天
皇
寛
成 

 

「
今
度
の
勝
負
が
思
い
通
り
に
な
っ
た
ら
、
こ
と
に
心
を
こ
め
て
お
礼
参
り
い
た
し
ま
す
」
と
、

長
慶
は
譲
位
後
の
称
号
「
太
上
天
皇
」
と
諱
の
寛
成
で
署
名
を
し
て
い
る
。
こ
れ
を
長
慶
と
後
亀

山
、
主
戦
派
対
和
平
派
の
争
い
の
勝
利
を
願
っ
た
も
の
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
も
し
も
和
平
派
に

敗
れ
て
の
譲
位
な
ら
ば
、
屈
辱
的
な
太
上
天
皇
の
称
号
で
願
文
を
書
か
な
い
だ
ろ
う
。 

長
慶
と
後
亀
山
は
、
本
当
に
対
立
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
人
の
不
仲
説
を
探
し
て
も
そ
れ

を
示
す
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
残
っ
て
い
な
い
。
昔
か
ら
そ
う
伝
わ
る
と
い
う
あ
い
ま
い
な
文

四
四 
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言
が
見
ら
れ
る
の
み
で
、
む
し
ろ
、
兄
弟
で
協
力
し
て
南
朝
復
興
に
尽
力
し
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。 

長
慶
と
後
亀
山
の
対
立
と
い
う
通
説
が
生
ま
れ
た
理
由
は
、
江
戸
時
代
の
「
太
平
記
読
み
」
に

よ
る
、
庶
民
向
け
に
脚
色
さ
れ
た
物
語
で
あ
ろ
う
。
太
平
記
読
み
に
よ
っ
て
南
朝
贔
屓
の
気
風
が

つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
が
（

25
）
、
そ
の
中
で
『
太
平
記
』
に
載
っ
て
い
な
い
南
北
朝
時
代
後
期
の
話

が
創
作
さ
れ
、
そ
の
創
作
話
に
よ
る
も
の
を
通
説
と
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
慶
の

人
物
像
や
後
亀
山
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

以
上
、「
桂
泉
鐘
の
銘
」
の
四
言
詩
の
解
釈
や
寺
伝
を
通
し
て
、
従
来
の
通
説
と
異
な
る
見
解
を

示
し
て
き
た
。
南
北
朝
時
代
は
史
料
に
乏
し
く
検
証
も
ま
ま
な
ら
な
い
が
、
当
時
の
武
士
や
僧
侶
、

修
験
者
た
ち
は
縦
横
無
尽
に
日
本
を
駆
け
巡
り
、
各
地
方
に
わ
ず
か
な
が
ら
も
史
料
や
伝
承
を
残

し
た
。
そ
の
一
部
で
あ
る
、
岩
手
の
「
桂
泉
鐘
の
銘
」
と
福
岡
の
『
五
条
家
文
書
』
に
関
連
が
み

ら
れ
た
よ
う
に
、
各
地
方
の
史
料
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
で
新
た
な
見
解
を
展
開
で
き
る
可
能

性
を
感
じ
ら
れ
た
。 

 

協
力
機
関
（
敬
称
略
） 

八
葉
山
天
台
寺 

二
戸
市
立
浄
法
寺
歴
史
民
俗
資
料
館 

岩
手
県
立
図
書
館 

 

註 
 
 

1 

草
間
俊
一
「
天
台
寺
元
中
九
年
の
鐘
銘
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
」
（
『
岩
手
史
学
研
究
』
第
五
十
五
号 

岩
手
史
学
会 

一
九
七
〇
） 

2 

岩
手
県
立
博
物
館
編
『
天
台
寺
』
（
岩
手
県
立
博
物
館 

一
九
八
七
）
一
〇
六
頁
よ
り
引
用 

3 

小
笠
原
伊
八
「
黒
森
神
社
と
長
慶
天
皇
の
御
陵 

附
土
佐
坊
道
尊
傳 

日
詰
町
木
村
家
の
傳
説
」

（
『
黒
森
顯
彰
會
報
』
第
三
号 

黒
森
顕
彰
会 

一
九
三
一
）
三
頁
よ
り
引
用 

4 

角
田
寿
桂
『
桂
泉
天
台
寺
縁
起
』
（
『
機
関
誌 

浄
法
寺
』
浄
法
寺
町
文
化
懇
談
会 

一
九
七
六
）

九
頁
よ
り
引
用 

5 

前
掲
4 

角
田
氏
論
考 

九
～
一
〇
頁
よ
り
引
用 

 

6 

佐
々
木
京
一
「
『
三
上
氏
系
譜
』
太
平
記
か
ら
明
治
ま
で
」
（
『
‘９２
不
思
議
の
国
い
わ
い
ず
み
ふ
る

さ
と
ノ
ー
ト
』
岩
泉
民
間
伝
承
研
究
会 

一
九
九
二
）
一
六
二
頁
よ
り
引
用 

7 

大
矢
邦
宣
「
天
台
寺
長
胴
太
鼓
の
銘
文
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
岩
手
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第
九
号 

一
九
九
一
） 

8 

続
群
書
類
従
完
成
会
『
群
書
解
題
』
第
四
巻
下
系
譜
部
第
四
・
伝
部
第
二
（
続
群
書
類
従
完
成
会 

一
九
六
七
）
一
六
二
頁
よ
り
引
用 

9 

荻
須
純
道
『
正
法
山
六
祖
伝
訓
註
』
（
思
文
閣
出
版 

一
九
七
九
）
二
八
頁
よ
り
引
用 

10 

大
光
山
聖
壽
寺
『
大
光
山
聖
壽
萬
年
禅
寺
縁
起
』
「
聖
壽
寺
歴
代
過
去
帳
」
（
光
陽
美
術 

二
〇
一

四
）
二
八
頁
よ
り
引
用 

11 

前
掲
6 

佐
々
木
氏
論
考 

一
七
九
頁
よ
り
引
用 

12 

『
南
部
史
談
会
誌
』
第
三
～
二
十
一
号
（
南
部
史
談
会 

一
九
三
三
～
一
九
三
五
）
に
て
太
田
代

恒
徳
氏
、
小
笠
原
謙
吉
氏
、
七
戸
吉
三
氏
ら
に
よ
っ
て
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。 

13 

『
奥
南
旧
指
録
』
は
、
写
本
の
み
伝
わ
り
誤
字
脱
字
が
散
見
す
る
。
「
義
山
明
恩
」
の
山
と
明
が
、

「
崩
」
の
一
字
に
誤
写
さ
れ
て
い
る
。
訂
正
し
て
記
載
し
た
。 

14 

前
掲
4 

角
田
氏
論
考 

一
〇
頁
よ
り
引
用 

15 

辻
善
之
助 

編
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
第
十
二
巻
（
三
教
書
院 

一
九
三
七
）
二
九
六
頁
よ
り
引

用 

16 

前
掲
4 

角
田
氏
論
考 

九
～
一
〇
頁
よ
り
引
用 

17 

赤
塚
白
水
『
桂
泉
観
音
史
蹟
考
』（
『
天
台
寺
特
集 

機
関
誌 

「
浄
法
寺
」
』
第
三
号 

浄
法
寺
町

文
化
懇
談
会 

一
九
七
九
）
一
六
四
頁
よ
り
引
用 

18 

小
田
島
升
太
朗
『
桂
泉
観
音
記
』
（
一
九
一
五
）
二
八
頁
よ
り
引
用 

19 

赤
塚
白
水
・
千
葉
紫
雲
『
桂
清
水
案
内
記
』
（
天
台
寺
桂
寿
院 

一
九
一
八
）
一
八
頁
よ
り
引
用 

20 

前
掲
19 

赤
塚
白
水
・
千
葉
紫
雲
氏
論
考 

「
緒
言
」
を
一
部
要
約
し
た
。 

21 
村
田
正
志
・
黒
川
高
明 

校
訂
『
史
料
編
纂
（
古
文
書
編
）
五
条
家
文
書
』（
続
群
書
類
従
完
成
会 

一
九
七
五
）
二
六
頁
よ
り
引
用 

22 

村
田
正
志
「
南
朝
関
係 

五
条
家
文
書
の
研
究
」
（
『
国
士
舘
大
学
人
文
学
会
紀
要
』
第
一
号 

国

士
舘
大
学
文
学
部
人
文
学
会 

一
九
六
九
）
七
四
頁
を
参
考
に
し
た
。 

23 

外
池
昇
「
長
慶
天
皇
陵
と
「
擬
陵
」
❘
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
よ
る
「
調
査
」「
審
議
」
か
ら
宮

四
五 
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内
大
臣
と
総
理
大
臣
・
枢
密
院
議
長
の
「
会
見
」
ま
で
❘
」
（
『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
第
三
十

二
輯 

二
〇
一
七
）
を
参
考
に
し
た
。 

24 
高
野
山
霊
宝
館
『
霊
宝
館
だ
よ
り
』
第
百
十
二
号
（
公
益
財
団
法
人
高
野
山
文
化
財
保
存
会 

二

〇
一
四
）
一
〇
頁
よ
り
引
用 

25 

兵
頭
裕
己
『
太
平
記
〈
よ
み
〉
の
可
能
性
』
（
講
談
社 

一
九
九
五
）
を
参
考
に
し
た
。 

 

（
よ
つ
や
・
え
り
／
岩
手
県
立
博
物
館 

〒
〇
二
〇-

〇
一
〇
二 

盛
岡
市
上
田
字
松
屋
敷
三
四
） 

 

要
旨 

 

南
北
朝
時
代
の
南
朝
第
三
代
長
慶
天
皇
に
は
東
北
下
向
の
伝
承
が
あ
る
。
そ
の
舞
台
の
ひ
と
つ
、

岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
町
の
天
台
寺
に
は
、「
桂
泉
鐘
の
銘
」
と
呼
ば
れ
る
元
中
九
年
の
鐘
の
銘
文

が
伝
わ
る
。
そ
れ
は
解
読
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
関
係
人
物
の
事
蹟
や
当
時
の
時
代
背
景
、
天

台
寺
の
寺
伝
等
を
鑑
み
て
読
み
直
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
長
慶
天
皇
の
死
去
を
伝
え
た
内
容
と
思
わ

れ
、
南
北
朝
時
代
終
焉
に
関
わ
る
可
能
性
が
で
て
き
た
。
ま
た
、
長
慶
天
皇
の
没
年
も
通
説
よ
り

三
年
早
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

キ
ー
ワ
ー
ド 

長
慶
天
皇
、
南
部
守
行
、
道
尊
、
脇
屋
義
治
、
南
北
朝
合
一 

四
六 


